
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

特別定額給付金支給事務ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

特別定額給付金（以下「定額給付金」という。）の支給に係る記録を保存するため
に利用する

１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５電話番号、６住民税情報、７宛名情報、
８預金番号

定額給付金の基準日（令和２年４月２７日）における本市の住民基本台帳に記録さ
れている世帯主及びその世帯構成員並びにそれら以外の者で定額給付金の支給の申
請を本市に対して行った者

本人からの申請、本市実施機関内部からのデータの収受、児童福祉施設等所在市町
村からのリスト提供

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

☑有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（以下「臨時特別給付金」という。）
の支給に係る記録を保存するために利用する

１整理番号、２世帯コード、３宛名コード、４氏名、５住所、６生年月日、７電話
番号、８代理人氏名、９代理人住所、１０親族関係、１１住民税情報、１２宛名情
報、１３口座情報

臨時特別給付金の基準日（令和３年１２月１０日及び令和４年６月１日）における
本市の住民基本台帳に記録されている世帯主及びその世帯構成員並びにそれら以外
の者で臨時特別給付金の支給の申請を本市に対して行った者

本人からの申請、本市実施機関内部からのデータの収受、児童福祉施設等所在市町
村からのリスト提供、本市転入前市町村からのデータの収受及び書面での照会

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

☑有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（以下「価格高騰緊急支援給付金」
という。）の支給に係る記録を保存するために利用する

１整理番号、２世帯コード、３宛名コード、４氏名、５住所、６生年月日、７電話
番号、８代理人氏名、９代理人住所、１０親族関係、１１住民税情報、１２宛名情
報、１３口座情報

価格高騰緊急支援給付金の基準日（令和４年９月３０日）における本市の住民基本
台帳に記録されている世帯主及びその世帯構成員並びにそれら以外の者で価格高騰
緊急支援給付金の支給の申請を本市に対して行った者

本人からの申請、本市実施機関内部からのデータの収受、児童福祉施設等所在市町
村からのリスト提供、本市転入前市町村からのデータの収受及び書面での照会

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

☑有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（以下「価格高騰重点支援給付金」
という。）の支給に係る記録を保存するために利用する

１整理番号、２世帯コード、３宛名コード、４氏名、５住所、６生年月日、７電話
番号、８代理人氏名、９代理人住所、１０親族関係、１１住民税情報、１２宛名情
報、１３口座情報、１４申請に係る提出書類画像

価格高騰重点支援給付金の基準日（令和５年６月１日）における本市の住民基本台
帳に記録されている世帯主及びその世帯構成員並びにそれら以外の者で価格高騰重
点支援給付金の支給の申請を本市に対して行った者

本人からの申請、本市実施機関内部からのデータの収受、児童福祉施設等所在市町
村からのリスト提供、本市転入前市町村からのデータの収受及び書面での照会

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

☑有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

生活困窮者自立支援金支給事務ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

生活困窮者自立支援金の支給に係る記録を保存するために利用する

１ID、２氏名、３カナ氏名、４性別、５生年月日、６郵便番号、７住所、８電話番
号、９再貸付の決定月、１０再貸付の最終送金月、１１申請書受付日、１２申請書
不備保留日、１３支・不決定通知日、１４報告書受付日、１５報告書不備保留日、
１６支給中止日、１７支払日

下関市生活困窮者自立支援金支給対象者及び申請者

本人からの申請書類、山口県社会福祉協議からの情報提供

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

□有　☑無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

指定障害福祉サービス事業者等指導監査事務ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

指定障害福祉サービス事業者等に対して指導監査を行い、適正な施設運営を確保す
る。

１氏名　２性別　３生年月日・年齢　４職業・職歴　５学業・学歴　６免許・資格　
７障害　　１１身体特性

指定障害福祉サービス事業者等職員及びその利用者

指導監査に係る提出資料

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

☑有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

児童福祉施設指導監査事務ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

児童福祉施設に対して指導監査を行い、適正な施設運営を確保する。

１職種、２氏名、３年齢、４免許・資格、５採用年月日、勤続年数、６本俸月額又
は時給、７諸手当、８週所定労働時間、９雇用形態、１０備考（育休中、業務内容
等）

児童福祉施設の職員

指導監査に係る提出資料

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

☑有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

老人福祉施設指導監査事務ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

老人福祉施設に対して指導監査を行い、適正な施設運営を確保する。

１職種、２氏名、３年齢、４資格、５採用年月日、勤続年数、６月収又は日給、７
経験年数、８週所定労働時間、９雇用形態

老人福祉施設の職員

指導監査に係る提出資料

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

☑有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

社会福祉法人指導監査事務ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

社会福祉法人に対して指導監査を行い、適正な法人運営を確保する。

１氏名、２住所、３性別、４職業、５年齢、６生年月日、７電話番号、
８親族関係、９資格、１０就任年月日、１１任期

理事、監事、評議員

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにより、毎年度６月末までに提出され
ている。

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

☑有　□無

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

戦没者特別弔慰金受付台帳ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

戦没者の遺族に対する特別弔慰金の支給に関するもの

１受付日、２受付番号、３戦没者氏名、４戦没者本籍地、５請求者氏名、６請求者
住所地市町名、７交付No、８戦没者フリガナ、９戦没者生年月日、１０戦没年月
日、１１請求者生年月日、１２裁定記号番号、１３裁定年月日、１４発行年月日、
１５受渡日、１６証券番号、１７請求者住所郵便番号、１８管轄、１９請求者住
所、２０受付場所、２１受取郵便局

特別弔慰金請求者、請求の対象となる戦没者

本人

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

□有　☑無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）

（所在地）

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

様式第１号(第３条関係)

個人情報ファイル簿

合同追悼式案内名簿ファイル

下関市長

福祉部福祉政策課

市内の戦没者・戦災殉難者の遺族に合同追悼式の案内を行うため

１整理番号、２住民コード、３遺族氏名、４遺族氏名カナ、５遺族生年月日、６遺
族性別、７遺族郵便番号、８遺族住所、９遺族電話番号、１０戦没者氏名、１１戦
没者氏名カナ、１２戦没年月日、１３戦没者との続柄

戦没者・戦災殉難者合同追悼式の案内の対象となる者

下関市戦没者遺族実態調査票より移行及び本人からの連絡

含まない

―

下関市福祉部福祉政策課

〒750-8521　下関市南部町１－１

―

☑法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイル

□有　☑無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）


